
 

 

 

 

 

あいさつの風が吹く栄小 
校長 岡部省三 

栄小の一日は、子供たちの元気な朝のあいさつから始まります。朝、校門で登校する子供たちとかわす

あいさつの仕方はいろいろです。元気な声であいさつする子、小さい声だけどしっかり目を見てあいさつする

子、頭をぺこりと下げてあいさつする子、会釈をしながら通り過ぎる子、中には、立ち止まって目を見てお辞

儀をしながらしっかりとあいさつする子もいます。あいさつの仕方は色々ですが、どの子もあいさつをしようとい

う気持ちは持っていて、あいさつをしないで通り過ぎる子はいません。けれども、相手にちゃんと伝わるあいさ

つをすることができるかどうか、それが大切です。 

栄小の９月の生活目標は「すすんであいさつをしよう」でした。あいさつの大切さに気付き、自分から進ん

であいさつをして明るく学校生活を送ろうとする姿勢が身につくように、全校で取り組みました。すると、栄小

にだんだんとあいさつの風が吹き始めました。子供たち一人一人のあいさつのレベルが上がってきたのです。

小さな声が元気な声に、会釈からお辞儀に、声だけのあいさつから目を合わせたしっかりとしたあいさつに

変わってきました。そして、朝の校門だけでなく、廊下や階段ですれ違う時、教室に入った時、昇降口で出

会った時、掃除場所で掃除をしている時、いつでもどこでも「おはようございます。」「こんにちは。」「さような

ら。」のあいさつの声が聞こえるようになってきました。とても嬉しく思っています。 

ところで、あいさつには次の４つのことが大切だと言われています。 

あいさつの「あ」 ～ 「あかるく」  明るい声や笑顔で。 

あいさつの「い」 ～ 「いつでも」 いつでも、どこでも、だれにでも。 

あいさつの「さ」 ～ 「さきに」   自分から進んで。 

あいさつの「つ」 ～ 「つづける」 習慣にする。 

あかるく、いつでも、さきに、つづける、これらのことがあいさつでは大切です。 

あいさつは、心と心をつなぐ第一歩です。ご家庭でもぜひあいさつの風を吹かせてください。そして、栄小

に吹き始めたあいさつの風がやまないように、保護者・地域の皆様とともに子供たちを見守り、育んでいき

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
   
 
 
 
 

                                                       
                                     
                                     

 

〒３４２－００５５ 
吉川市吉川６１５－１ 
０４８（９８２）３７７１ 

児童数     
男子 343 名 
女子 354 名 
全校 697 名 

吉川市教育大綱     家族を 郷土を 愛し  志を立て  凛として生きてゆく 

http://www.yoshikawa.ed.jp/sakae 

さ 最後まで  か 課題を持って  え 笑顔で取り組む子 

ネット依存症になっていませんか？ 小学生のうちから予防を！ 
お子さんがネット依存になっていませんか？厚生労働省の調査によるとインターネット依存が

疑われる中高生が全国で 93万人、中学生１２．４％、高校生１６．０％に上るそうです。ネット
依存の疑いのある者は健康にも大きな影響が出ています。ネット依存により、睡眠時間が 68分、
家族との会話が 25分、テレビを見る時間が 30分減少しており、学校では「成績の低下」「授業中
の居眠り」、そのほか「遅刻」「友人とのトラブル」が目立つなど、生活に大きな影響を与えてい
ることがわかります。 

小学生のうちからインターネット等を使用する際は、家庭で約束事を決め、長時間使用しない
ようにしていくことが大切です。お子様の見守りをお願いいたします。 

 

 



１１００月月のの生生活活目目標標  

ろうか、階段をしずかに歩こう                                                                      

 

 

 
  
  

  
※日程変更もありますので、学年・学級だよりでもご確認ください。 

日 曜 内    容 日 曜 内    容 

 1 木 読書タイム 17 土 秋季大運動会 

 2 金 学級の時間 18 日  

 3 土 特別日課５時間授業 19 月 振替休業日 

 4 日  20 火 はつらつタイム（４５６年）学級の時間（１２３

年）運動会予備日 給食費再引落日 クラブ活動 

 5 月 特別日課６（５）時間授業 給食費引落日 21 水 ぐんぐんタイム 運動会予備日 ふれあいデー 

 6 火 朝会・あいさつ名人表彰 クラブ活動 22 木 読書タイム（読み聞かせ１２３年さくら・ひまわり） 

 7 水 ぐんぐんタイム 23 金 はつらつタイム（１２３年）学級の時間（４５６年） 

 8 木 読書タイム 代表委員会 24 土 特別日課５時間授業 

 9 金 学級の時間 25 日  

10 土  26 月 特別日課３時間授業 給食あり 就学時健診 

11 日  27 火 はつらつタイム（４５６年）学級の時間（１２３

年）委員会活動 

12 月 特別日課６（５）時間授業 28 水 ぐんぐんタイム 

13 火 学級の時間 29 木 読書タイム 昼の読み聞かせ（４・６年） 

２年校外学習 

14 水 ぐんぐんタイム 30 金 はつらつタイム（１２３年）学級の時間（４５６年） 

１年校外学習 

15 木 読書タイム 31 土  

16 金 特別日課４食あり）    

【【１１００月月のの行行事事予予定定】】  

１１００月月のの保保健健目目標標                            

 目を大切にしよう

 
 

 

転居の際にはまず学校へご連絡を 

転居のご予定がある場合には、なるべく早

めに学校へご相談ください。転校が伴わな

い学区内の転居であっても、通学班が変更

になる場合もありますので、必ず学校への

ご連絡をお願いします。 

１０月１７日（土）は秋季大運動会です。 

１７日が雨の場合、特別日課４時間授業とな

ります。（お弁当なし・下校１２：１５） 

１９日（月）は振替休日となります。運動会

予備日は、２０日（火）、２１日（水）となり

ます。※運動会のプログラム等につきまして

は、後日お知らせいたします。 

不安や悩みの相談窓口を紹介します。 

～よりそいホットライン あなたの声をきかせてください～ 

  ０１２０－２７９－３３８ つなぐ ささえる 

０１２０－２７９－２２６ つなぐ つつむ 

２４時間対応 外国語対応  厚生労働省 悩み相談窓口     

         

             

 



                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者による清掃ボランティア 

７月から始まった保護者による

清掃ボランティアは、週３回行わ

れています。毎月、６０名前後の

保護者が来てくださっています。

ご多用の中での来校、感謝の気持

ちでいっぱいです。 

３年生が稲刈り体験をしました。  

９月１０日、青空のもと毎年お世話になっている飯島様のご協力をいただき稲刈り体験

をしました。お米のありがたさや自然の偉大さを感じた一日になりました。 

寺子屋教室さかえっこ教室が始まり

ました。 

２学期から「寺子屋さかえっこ」が始

まりました。低学年は木曜日の昼休

み,高学年は金曜日の昼休みに行って

います。２０分という短い時間です

が、子どもたちはプリントやドリルを

持ってきてそれぞれの課題に取り組

んでいます。参加することで、わから

ないことがわかるようになったりす

っきりしたりして、自分に自信をもて

るようになることをねらいとしてい

ます。 

 

２年生が食育の学習をしました。  

食べ物は３つの国に分けられているよ。赤・黄色・緑の３つ

の国にいる食べ物は何かな。それぞれの国の食べ物はどんな

お仕事をするのかな。健康のためにどんなものを食べたらい

いのか一生懸命考えました。  

 



吉川市教育委員会 学校教育課だより       

令和２年１０月号         

 

 

 

 

 

中学校選択制度について 

本市では、学校ごとに通う地域（通学区域）を定め、住所によって入学する学校（指定校）を指定

しています。 
中学校選択制度は、子どもと保護者の希望により指定校意外の学校を選択申請する制度です。 

（※受け入れ学校の状況により受け入れができない場合もあります。） 

本年度は対象となる、令和３年度初めから吉川市立中学校に入学する新１年生のご家庭に、指定校

通知とともに選択制度のご案内が配付されています。学校選択制を希望される場合は、通学距離、地

域活動などを考慮し、必ず期限内に申請をしてください。入学後に改めて学校を選択しなおすことは

できませんので、ご家庭でよく相談の上、慎重に決めていただきますようお願いします。 

新型コロナウイルス感染防止対策について 

埼玉県教育委員会から、学校再開・通常登校におけるガイドライン（新型コロナウイルス感染防止

対策）Ver.２が示されました。 

吉川市でも、ガイドラインを作成し、そのガイドラインに沿って教育活動を行っています。1 学期

に比べ、「感染防止対策を講じた上で教育活動を実施する」ことが大きく修正されたところです。また、

登下校中のマスクの着用や部屋のエアコンの使用方法、換気についてなど、 

熱中症にならないための方策も盛り込まれています。 
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